
令和 5年 3月 20日  

 

自 治 区 長  様 

（自治会長・組長） 

 

飯南町長 塚原 隆昭   

（ 防災危機管理室 ）   

 

防災士養成講座の受講者募集 

 

平素は、防災行政に格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、一昨年は本町でも豪雨による被害が発生し、災害への備えが一層大切と

なっています。 

自然災害の発生は防ぐことができませんが、災害に対する十分な知識を備える

ことにより、生命や財産に対する損害を大幅に軽減させることは可能です。 

そうしたことから、飯南町では“地域防災力”向上の担い手として「防災士」の養

成に取り組んでいるところです。 

「防災士」とは、減災と社会の防災力向上のために活動するための十分な意識・

知識・技能を有する人材として、NPO 法人日本防災士機構が認定するもので、こ

のたび養成講座が開催されることから、住民の皆様の参加を募集します。 

 

 

記 

 

１．開催予定日 令和 5年 6月 3日（土）～4日（日） ２日間 

２．会   場 県東部（松江市または出雲市） 

（資格取得にかかる費用は町で負担。） 

３．募 集 人 数 10名程度 

（受講希望者多数の場合は、県にて抽選。） 

４．締 め切 り  受講を希望される方は 4月 21日（金）までに、 

防災危機管理室へご連絡ください。 

 

 

 

 

  

お問合せ：防災危機管理室 

電話７６－２２１１ 

FAX７６－２２２１ 



防災士資格取得までの流れ 

 

防災士研修講座は「自宅学習（履修確認レポート／試験対策学習）」と「会場研修」

の 2本立てで構成されています。 

 

１．事前課題  

研修の 3～4週間前に教材が送付され、届いた教材をもとに、事前課題（履修確

認レポート）へ取り組み、試験対策として自宅学習を行います。（事前課題は研修初

日に提出） 

 

 

２．会場研修・資格取得試験  

(1) 防災士研修講座の受講 

さまざまな分野で活躍する著名な講師陣の講義を受講いただき、災害のしく

みや防災士としての役割等について学びます。研修プログラムは、座学と演習の

２種類の講義が実施されます。 

 

(2) 防災士資格取得試験の受験 

研修2日目の最後に資格取得試験が実施されます。（試験範囲：該当年度の防

災士教本内／出題数：30問（三択形式）／試験時間：50分） 

  ７割以上（21問）の正解で合格。 

 

３．認証登録申請  

役場でまとめて手続きする予定です。資格取得には、次の３項目を満たしている

ことが必要です。 

①防災士研修講座の受講（履修確認レポートと会場研修 2日間） 

②救急救命講習の受講（研修カリキュラムに組み込まれています） 

③防災士資格取得試験の合格 

※申請に必要な書類（顔写真、救急救命講習の修了証の写し、申請書） 

 

 

 

 



令和５年 ３月２０日 

 

自 治 区 長  様 

（自治会長・組長） 

 

                          飯南町長 塚原 隆昭  

                          （ 防災危機管理室 ） 

 

 

令和５年度飯南町防災訓練の実施について 

 

 令和５年度「飯南町防災訓練」を６月４日（日）に実施いたします。 

 防災訓練につきましては、「飯南町地域防災計画」において、防災関係機関及び住民等

が一体となり、初動活動の訓練や各防災機関の連携訓練など災害応急対策について実践

的で実効性のある総合的な訓練を行うこととしています。 

今年は、豪雨による土砂災害を想定し、関係機関における情報伝達訓練や避難訓練等を

実施する予定にしています。 

皆様のご協力、ご参加をお願いいたします。 

 

記 

 

１．日 時  ６月４日（日）午前９時～１２時頃 

２．内 容  情報伝達訓練、避難訓練等 

 

 

 

担当：総務課 防災危機管理室 

７６－２２１１ 



 

令和５年３月２０日 

 自 治 区 長 様 

                            飯南町長 塚 原 隆 昭 

（住 民 課） 

 

空き缶等散在性ごみの収集活動について 

 

 私たちの町「飯南町」は、豊かな自然と文化に根ざした「生命地域」です。町では、

「わが町は美しく」として、今年も〝空き缶等散在性ごみの収集活動〟を下記のとおり

実施することといたしました。 

つきましては、ご多忙の折とは存じますが、各自治会の皆様に周知していただき、町

民あげての環境美化活動となりますように、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

なお、収集方法等につきましては、事前に地区担当職員と協議していただきますよう、

お願いいたします。 

 

記 

 

１．日  時  令和５年４月１６日（日） 

           午前７時から８時３０分まで 

※降雪等、悪天候の場合は中止とし、当日６時３０分に告知放送 

で周知します。 

 

２．収集範囲  自治区内の道路、広場等 

 

３．収集方法  各自治区において自治区長の指示に従ってください。 

『カン』『ビン』『燃やせるごみ』 

『その他（陶器・ガラス類）』『その他（くつ類・プラスチック類』 

『金属類』 に分別してください。 

         

４．集積場所  収集したごみは、次の場所へ集めてください。 

赤 名 赤名農村環境改善センター駐車場 

来 島 来島消防防災センター駐車場 

頓 原 みせん駐車場 

志 々 さつき会館駐車場 

 

５．その他     ・家庭ゴミ、農業用廃棄物等は対象外です。 

・『カン』と『ビン』は必ず別々の袋に分けて入れてください。 

・指定の収集袋を使う必要はありません。ただし、肥料袋等農業関係の 

袋に入ったごみは受け付けませんのでご注意ください。 



令和５年３月２０日 

 

自 治 区 長 様 

飯南町長 塚原 隆昭 

（ 住 民 課 ）  

 

愛護動物（ペット）の適切な飼育について 

 

 平素は町行政に格別のご理解ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

 近年、愛護動物（犬や猫などのペット）の適切な飼育について、社会問題として報道される機

会が増えており、本町におきましても、ペットの飼育や管理に関するトラブルが発生しています。 

 春先（３～５月）は犬・猫ともに発情期を迎え、トラブルが発生しやすい季節です。飼い主の方

は、この機会にペットのトラブルを防ぐポイントについてご確認いただき、適切な飼育に努めて

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  

○多頭飼育に注意してください 

  ペットの餌や排泄物の管理ができない状況は、飼い主の金銭的な負担の増加や生活環環

の悪化、近隣住民とのトラブルなどを誘発します。飼い主の管理できる範囲でペットを飼育

しましょう。 

○ペットを遺棄しない 

  飼育できない場合は、譲渡を検討しましょう。ペットの遺棄は愛護動物遺棄罪（１年以下の 

懲役又は 100万円以下の罰金）となります。役場や保健所でペットの殺処分はできません。 

○不妊・去勢手術をしましょう 

不妊・去勢手術は望まない命を生み出さないことに繋がります。ペットにとっても、発情スト

レスの解消や長生きになるなど、良い結果に繋がります。 

○犬の首輪に鑑札や名札などの飼い主がわかる情報を取り付けましょう 

 役場では迷い犬を捕獲した際に、告知放送によりお知らせをしていますが、飼い主の情報 

が首輪に取り付けてあると、すぐに連絡を取ることができます。 

  ※飼っている犬が迷い犬にならないように、しっかりとつないで飼育してください。 

  

 

 

回覧 

【お問い合わせ】 

 飯南町役場住民課（来島支所） 

 ＴＥＬ：７６－２３９３ 

 ＦＡＸ：７６－２８４５ 

































































令和５年３月２０日 

 

自 治 区 長 様 

飯南町長 塚 原 隆 昭  

（ 産 業 振 興 課 ） 

 

 

野生イノシシに対する豚熱経口ワクチンの散布について 

 

 

 平素は町行政に格別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、豚やイノシシに感染する家畜伝染病の豚熱（ぶたねつ）が全国的に確認されて

おり、島根県内では、野生イノシシから飼養豚への感染リスクを最小限に抑えるため、

野生イノシシに対する豚熱経口ワクチンを散布することとしました。 

 つきましては、散布についてのお知らせを回覧いただき、周知いただきますようよろ

しくお願いします。 

 

 

 

お問い合わせ 

飯南町役場 産業振興課 

電話 0854-76-2214 



お知らせ

野生イノシシへの豚熱感染拡大を抑制するため
『経口ワクチン（豚熱ワクチンの入った餌）』
を散布します。

豚熱（ぶたねつ）は、豚やイノシシに感染する
家畜伝染病です。県内では、吉賀町や浜田市の野
生イノシシから豚熱の感染が確認されています。
島根県では、野生イノシシから飼養豚への感染

リスクを最小限に抑えるため、豚熱の経口ワクチ
ンを散布することとしました。

【散布実施日】
令和５年３月２８日（火）
※２回目は４月、３回目は５月に散布します。

【豚熱経口ワクチン】（豚熱ワクチンの入った餌）

このワクチンは、国の食品安全委員会に
おいて安全と評価された成分で出来ており、
人が触れても害は無く、イノシシ以外の犬
猫等の動物が食べても問題はありません。
※散布予定場所は裏面に記載

【皆様へのお願い】

○ワクチンは、摂食率を調査するため状況を見ながら回収しますので、
散布地点でワクチンを発見した場合には、そのままの状態にしておい
てください。

○散布地点には、白テープ等により印をしていま
す。ペットの散歩時など、誤って経口ワクチン
を食べないようご配慮願います。

（仮に誤って食べた場合でも、特に健康上問題ありません）

4㎝×4㎝の大きさ

内部に液状ワクチンが含まれる

↑散布イメージ

【問い合わせ先】
産業振興課 0854-76-2214 裏面へ



経口ワクチン散布予定地

【散布詳細】
豚舎を中心に広島側を重点的に散布します。
①長谷 畜産総合センター付近
②下来島 国道184号線沿い（来島ダム付近）
③小田 林道小田線沿い
④上赤名 新市赤名線沿い
⑤上赤名 女亀山林道沿い
⑥井戸谷 赤名井戸谷線沿い
⑦井戸谷 井戸谷長藤線沿い



 

 

令和 5年３月 20日 

 

自治区長様 

 

飯南町長 塚原 隆昭 

（保健福祉課・住民課） 

 
 

 

飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金制度について 
 

医療及び福祉従事者の確保は全国的に厳しい状況にあり、特に中山間地

域においては深刻な社会問題となっています。飯南町においても飯南病院

をはじめ各福祉施設では人材の確保に苦慮する状況が続いています。 

この制度は、こうした現状を踏まえ、町民のみなさまの生活に安心を確保

するため、将来飯南町で働く医療関係と福祉関係の従事者を育成する助成

制度です。 

つきましては、令和 5年度の助成対象者を別紙のとおり募集します。 

 

 

記 

 

【募集する人員(次の職を目指す学生)】 

 ■薬剤師 1名  ■看護師 1名  ■介護福祉士 3名  

 ●保育士 2名  

   
  

お問い合わせ先 

 ■薬剤師・看護師・介護福祉士について 

飯南町保健福祉ｾﾝﾀｰ内 

保健福祉課 ℡0854-72-1770 

 ●保育士について 

     飯南町役場 

     住民課    ℡0854-76-2213 



令和５年度「飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金」助成対象者募集要項 
 

「飯南町に住んで良かった」と思っていただくためには、医療及び福祉従事者を確

保し町民のみなさんが安心して暮らせる環境をつくることが必要です。 

この助成金は、将来飯南病院や町内福祉施設に勤務する意思のある薬学生及び看護

学生、福祉従事者養成学校の学生に助成金を交付することにより、飯南町の医療を担

う薬剤師及び看護師、福祉従事者などを育成することで、町民のみなさんの福祉の向

上を図ることを目的としています。 

次のとおり、令和５年度の助成対象者を募集します。 

 

◇対象者 

  ・大学及び大学院の薬学科に在学する者 

・大学及び大学院の看護学科等又は看護師養成所等に在学する者 

・社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく学校又は養成所に在学する者 

  ・児童福祉法の規定に基づく学校に在学する者 

   ※飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金条例第２条各号に該当する者 

 

◇募集人数 

・薬剤師を目指す学生  ……１名 

・看護師を目指す学生  ……１名 

・介護福祉士を目指す学生……３名 

・保育士を目指す学生  ……２名 

 

◇助成の要件：次の表の要件を満たすことができる者 

区     分 要     件 

薬剤師を目指して助成金

を受ける者 

卒業後直ちに医療機関に勤務することを原則とし、

かつ、６年以上医療機関に勤務すること。 

看護師を目指して助成金

を受ける者 

卒業後直ちに医療機関に勤務することを原則とし、

かつ、４年以上医療機関に勤務すること。 

介護福祉士を目指して助

成金を受ける者 

卒業後直ちに福祉施設に勤務することを原則とし、

かつ、４年以上福祉施設に勤務すること。 

保育士を目指して助成金

を受ける者 

卒業後直ちに保育所に勤務することを原則とし、 

かつ、４年以上保育所に勤務すること。 

※要件を満たすことができなくなったときは、返還を求める。 

 

◇助成金の額及び助成の期間 

区     分 助成金額 摘   要 

薬剤師を目指す学部等に 

在学する者 

月額 100,000 円以内 最大６年の期間 

500,000 円以内 入学時のみ一時金 

看護師を目指す学部等に 

在学する者 

月額 50,000 円以内 最大４年の期間 

500,000 円以内 入学時のみ一時金 

介護福祉士を目指す学部等に 

在学する者 

月額 50,000 円以内 最大４年の期間 

500,000 円以内 入学時のみ一時金 

保育士を目指す学部等に 

在学する者 

月額 50,000 円以内 最大４年の期間 

500,000 円以内 入学時のみ一時金 

 



 

 

◇助成金の交付方法 

・在学の状況を確認し、当該年度分を一括交付 

（初年度は６月上旬、翌年度以降は５月上旬） 

 

◇助成金の申請方法 

飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金交付申請書を応募期間内に提出 

※添付書類 

・申込人の在学証明書（学年のわかるもの）、住民票謄本 

(在学証明書が間に合わない場合は、面接時に提出) 

・連帯保証人の住民票謄本、印鑑証明書、納税証明書、所得証明書 

 

◇応募期間 

  ・令和５年４月３日（月）～４月 24 日（月） 

（郵送の場合は、締切日の消印有効） 

 

◇選考方法 

・書類審査 

・面接審査 

期 日：令和５年５月中旬（応募者に直接通知） 

会 場：飯南町保健福祉センター 

審査員：飯南町長ほか  

 

◇審査結果通知 

・令和５年５月下旬（応募者に直接通知） 

 

◇その他：下記の関係条例等にご留意ください。 

・飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金条例 

・飯南町医療及び福祉従事者確保対策助成金交付要綱 

・飯南町補助金交付規則 

※要件等について、ご不明な点は、下記までお問合せください。 

 

◇お申込み、お問い合わせ先 

 

■薬剤師・看護師・介護福祉士について 

飯南町役場 保健福祉課 

〒690-3207 島根県飯石郡飯南町頓原 2064 飯南町保健福祉センター内 

℡ 0854-72-1770  Fax 0854-72-1775 

●保育士について 

  飯南町役場 住民課 

  〒690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名 880 

℡ 0854-76-2213  Fax 0854-76-3950 

 

◎飯南町ホームページ： 

http://www.iinan.jp/soshiki/12/6370.html 

                    

                                   

 

http://www.iinan.jp/soshiki/12/6370.html


飯南町での接種計画 

 

 

 

 

 

 

   

○別紙資料をご確認ください 

 

 

 
 

（1）希望調査   ４月  初回接種（1.2回目）を完了した5歳以上の方に、接種 

希望調査実施します。 

 

     （2）集団接種    

①５月～８月予定  

対象者 ･65歳以上高齢者 

・１２歳～６４歳で基礎疾患をお持ちの方 

・医療及び福祉従事者等 

           ②9月～１２月予定 

対象者 ・初回接種（１,２回目）を完了した 5歳以上の方 

 
    

＊初回接種が完了していない方で接種をご希望の方や、生後 6ヶ月～4歳

までの方の接種については、個別に保健福祉課ご相談ください 
 

 

  

        

     

   

 

 

 

 

令和 5年度のワクチン接種について 
 

新型コロナウイルス対策 

私がまもる みんなをまもる 
 ～新型コロナワクチン接種について～  －令和 5年 3月－ 

 

 

 

 

 

引き続き感染対策をお願いします 
 

発熱・風邪等の症状のある方の相談  

「健康相談コールセンター」 

☎0854-47-7777 

 

ワクチン予約、変更・お問い合わせ 

保健福祉センター（保健福祉課） 

☎0854-72-1770 

こまめに換気 
手洗い 

消毒 
着用を推奨 

される場面 
検温・健康 
チェック 

免疫力を 

高めよう 







令和５年３月２０日 

自 治 区 長  様 

飯南町長 塚 原 隆 昭 

（ 教 育 委 員 会 ） 

 

令和 4年度「教育環境基本方針検討委員会」経過報告について 

 

本年度、飯南町の今後の教育や学校のあり方などについて検討し、飯南町にふさわしい 

教育環境について基本方針を策定することを目的に教育環境基本方針検討委員会を立ち 

上げました。令和 4年度の協議内容等について以下のとおりご報告いたします。 

 

 

１．検討経過 

 

これまで４回の検討委員会と１回のシンポジウムを開催し、学校訪問による町内小中

学校の現場視察を行った（詳細については別紙のとおり） 

 

① 令和４年６月 27日 第１回検討委員会 

    ・総合振興計画、教育行政方針により、飯南町のまちづくりや教育の方向性につい 

て委員の皆さんに説明 

② 令和４年６月 27日 「地域と学校の未来シンポジウム」 

・島根大学 作野広和教授によるシンポジウム 

・近年の教育環境の変化、学校を取り巻く社会情勢の変化など講演いただいた 

③ 令和４年８月 30日 第２回検討委員会 

・保小中高一貫教育（キャリアパスポート）や学校現場の現状と課題を説明し 

 今後の教育の方向性について協議 

④ 令和４年 11月 16日 第３回検討委員会 

・学校評価による学校の現状評価 

・部活動地域移行、ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙなど教育を取り巻く社会情勢の変化 

・児童数の減少と複式学級のﾒﾘｯﾄ、ﾃﾞﾒﾘｯﾄなどについて協議 

⑤ 令和５年２月 10日 町内小中学校の視察 

・委員の皆さんに町内小中学校を視察していただき、学校の運営方針や複式 

教育の現場視察、学校施設の状況などを確認していただいた 

⑥ 令和５年２月 16日 第４回検討委員会 

・答申の全体構成（案）を示し、令和５年度の答申作成に向けた方向性やスケ 

ジュールを確認 

 

２．飯南町教育環境基本方針検討委員会 答申の全体構成（案） 



 

① 飯南町のまちづくりと教育方針 

② 飯南町の学校と地域における現状と課題 

③ 飯南町ならではの魅力ある教育 

④ これからの飯南町にふさわしい教育環境 

⑤ 飯南町教育の課題と今後の計画 

 

 

３．今後の進め方 

 

今後の全体計画とスケジュールは次のとおりとし、①基本方針②基本計画③実施計画 

  の３段階で飯南町にふさわしい教育環境づくりを進める 

 

① 教育環境基本方針の策定（答申）・・・・・【令和４年度から令和５年度】 

・今後の少子化や人口減少に対応できる飯南町教育環境の理念を示す 

・今後の小中学校の配置や規模を示す 

・答申を受けて「基本計画」を策定するにあたって配慮すべき事項を示す 

 

② 教育環境基本計画の策定・・・・・・・・【令和６年度】 

・基本方針（答申）を踏まえて基本計画を策定 

・具体的な学校の配置や規模について方向性を示す 

 

③ 教育環境実施計画の策定【令和７年度以降】 

・基本計画で示された具体案を実施するために必要な実施計画を策定する 

お問い合わせ 

飯南町教育委員会 

学校教育担当 

TEL:0854-76-3944 



回 第1回 日時 令和4年6月27日（月）17：00～ 回 第2回 日時 令和4年8月30日（火）18：00～

場所 来島交流センター 参加者 委員17名　事務局6名　 場所 来島交流センター 参加者 委員15名　事務局6名　

・ ・

・ ・ 教育現場の現状と課題

・ ・

・

・

・ スケジュール

・

・

意見等
（順不同）

意見等
（順不同）

「地域と学校の未来シンポジウム」　講師：作野広和教授（島大教育学部）

回 第1回に併せ実施 日時 令和4年6月27日（月）19：00～ 回 第3回 日時 令和4年11月16日（水）19：00～

場所 来島交流センター 参加者 50名 場所 来島交流センター 参加者 委員14名　事務局6名　

・ ・

・

・

・

意見等
（順不同）

教育を取り巻く町の状況（複式学級、児童数について）

飯南町総合振興計画の概要説明

委員長・副委員長任命（作野広和委員長・信藤一郎副委員長に決定）

主な内容

主な内容

地域学校協働活動、学校と地域との関係構築ステップ

保小中高一貫教育、飯南町において取り組みが必要な要素

委嘱状交付

主な内容

飯南町教育環境基本方針検討委員会　経過報告           　　　　　　【別紙】

【保小中高一貫教育】
・子どもたちの満足度、学校評価の結果について知りたい。
・キャリアパスポートについて詳しく知りたい。
・キャリアパスポートは進路実現のために活用できると期待している。
【教育現場の現状と課題】
・複式学級について、もっと知りたい。
【飯南町教育のあるべき方向性】
・社会教育や、地域と学校の連携についてもっと話し合いたい。

学校評価委員会による小・中・高の現状

教育を取り社会情勢（部活動の地域移行・ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽｸｰﾙについて）

保小中高一貫教育について（キャリアパスポート）

飯南町教育のあるべき方向性

児童・生徒数の今後の推移

（定住・子育て・学校教育・社会教育・地域づくり）

意見等
（順不同）

【学校評価】
・子どもたちの評価結果だけでなく数字には出てこない子どもや保護者
　の気持ちをくみ取ることが大事。
・飯南高校は生徒の状況を把握しやすいのが小規模校のメリットである。
・支援を要する児童生徒に、SSWやSCの相談体制や福祉事務所と連携
　した相談ネットワークの相談支援体制がある。
【部活動の地域移行】
・地域によって実情は様々であり、保護者からも多くの意見が出ている。
・少子化で今後、団体競技の部活動が難しくなってくる。
・先生方の働き方改革も重要だが、子どもたちと先生の関わりも大切で
　あり、様々な視点から考えていく必要がある。
【コミュニティ・スクール】
・学校と地域住民の関わりは飯南町は進んでおり、すでにコミュニティ
　スクールのような動きがあるように思う。
【複式学級】
・複式学級には一長一短があることがよく分かった。
・学校が統廃合されれば単式は維持できるが、一方で通学については
　課題が残ると思う。
・3学期には学校訪問を計画し、実際の現場を見てみたい。

主な内容

【講演のアンケートより】
・学校の規模もだが、教育の在り方を考えることが大切である。
・学校と地域の関わりが大切だと思う。
・地域で学校を支援し、学校が地域づくりの核となると良いと思う。
・少人数だからこそ、できることがある（少人数の良さを活かしたい）
・大人の意識を変えていくことが大切。
・社会教育、地域づくり、大人教育、定住者へのフォローなどが重要。
・子どもを取り巻く社会に関心を持つべきである。
・社会教育についてもう少し理解を深めたい。
・今後の中学校の部活動をどうすべきか考えたい。
・委員以外の声を広く聞く場を積極的に作ってほしい。

【委員の自己紹介を兼ねて飯南町の教育に関する自由意見】
・特に志々地区の児童数が減少していると感じる。
・昔は地域で子育てをしてもらっていた。地域とのつながりが大事だ。
・保小中高一貫教育の取組がどのようなものか、もっと知りたい。
・児童・生徒数が減ると部活動にも影響が出るのではないか。
・生命地域教育は、地域と密着したとても良い活動である。
・教育環境は学校教育のみならず、家庭教育や社会教育も重要である。
・小学校だけでなく、中学校もどうあるべきか議論する必要がある。

講演会テーマ「みんなでつくる地域と学校」

今後議論すべき論点の整理

子どもをとりまく環境の変化、学校の適正規模

飯南町教育行政方針の概要説明

意見交換

県内の事例（邑南町・安来市・奥出雲町）、コミュニティスクール

学校再編をめぐる近年の傾向、求められる持続可能社会

複式学級の学習、島根県における小学校再編の類型



回 学校視察 日時 令和5年2月10日（金）8：30～ 回 第４回 日時 令和5年2月16日（木）18：00～

場所 町内各小中学校 参加者 委員10名　事務局4名　 場所 来島交流センター 参加者 委員14名　事務局5名　

・ ・

・ ・

・

教職員の配置 ・

・

地域との関わり

【児童・生徒の様子について】
・どの学校の児童生徒も落ち着いて学習に取り組んでいる姿を見ることが
　できてよかった。
・小学生は小学生らしく明るく元気であり、中学生は中学生らしく落ち着いて
　学習していると感じた。
・少人数では多様な意見に触れる機会がないという課題に対してオンライン等
　での交流学習を実施しておられて、すばらしいと感じた。
・ＩＣＴ教育を授業だけでなく、不登校の児童生徒への対応にも活用されている
　ことに驚いた。
【視察した授業について】
・学習が丁寧に指導れていると感じた。（昔とは違ったスタイルに驚いた。）
・グループでの学習やＩＣＴ機器を用いた授業などどの授業にも工夫があった。
・複式学級での学びは、自分たちで学習を進める場面があり、主体的な学習に
　つながっていると感じる。一方で音楽や体育などある程度人数が必要な教科
　については、２つの学年で行う苦労などもあると思う。
・複式学級の授業を進めるには、教員の指導力もかなり必要だと思った。
【その他（全体を通して）】
・人数が少ないからこそ地域と密着した様々な体験活動ができる良さがある。
・今後の教育にとって、何がベストなのか難しい選択だと感じる。

意見等
（順不同）

学校視察についての報告

意見等
（順不同） 〇今後のスケジュールについて

・Ｒ４年度からＲ５年度で、「教育環境基本方針を」作成する予定。
・その後、Ｒ６年度からＲ７年度で「基本計画」を策定し、Ｒ８年度以降に
　「実施計画」となると、社会情勢や教育環境が現在と変わってくること
　が予想されるため、もう少しスピーディーに進める必要がある。

〇まとめ（作野委員長）
・飯南町として定住とのセットで考えていく必要がある。
・例えば飯南高校の生徒が飯南町に帰ってきて活躍するような流れに
　つながる教育について考えることが望ましい。
・中学校をどうしていくのか考えていく必要もある。
・中高の連携については、今でも授業や部活動等で連携しておられるが、
　さらに中高の連携を強化する必要を感じる。
・飯南町の教育がさらにバージョンアップするために今後も協議をして
　いきたい。

【教育課程について】
・縦割り班活動（異学年の交流活動）を大切にしている学校があり、いろいろな
　学年の友達と関わることが大切だと思った。
・中学校の部活動について、単独チームでの活動が今後ますます困難になる
　ことが予想される。
【教職員の配置について】
・単式、複式を繰り返す学年があることで、教職員の数にも影響が出てくると
　いうことで、学校の負担が増すことが心配だ。
・不登校傾向の児童生徒の個別の支援もあり、サポーターの先生方も町として
　活用しておられることが分かった。
【学校施設について】
・平成に建てられた頓原小学校、来島小学校はきれいに感じた。
・頓原小学校は、廊下を出るとすぐに交流スペースや読書スペースがあり、子
　どもたちにとってもいい環境になっていると思う。
・学校施設の老朽化が気になる。特に志々小学校の老朽化が気になった。
【地域との関わりについて】
・どの学校でも公民館と連携しており、公民館を中心にいろいろな人との関
　わりがあることで「ふるさと教育」が充実している。
・Ｉターンの児童生徒が増えているということだった。学校があって、住宅が
　あって、地域づくり・まちづくりと教育の関係性もあると感じた。

【経過報告について】
・この検討委員会での協議内容は、保護者、自治会文書、広報等で周知する
　ことで多くの方に現在の状況を知っていただきたい。
【学校視察について】
・学校視察等をふまえた上で、地域として何ができるのか考えていきたい。
・地域住民から、子どもや保護者の名前が分からなくなったと聞くことも
　あり、地域と学校のつながりの重要性を再認識した。
・学校における働き方改革の実情についても教えていただきたい。
【答申の全体構成について】
・家庭教育についても答申に加えてほしい。家庭教育が子どもの育ちの根本
　にあると思う。
・人口減少や少子化など心配な面の教育環境の在り方への答申ではなく、
　学校と地域とのつながりなど良い面も盛り込んだ答申にする必要がある
　のではないか。
・飯南町としての今後の教育環境やまちづくりの戦略が見える答申になる
　とよい。

まとめ（作野委員長）

児童・生徒の様子

飯南町教育環境基本方針検討委員会　経過報告           　　　　　　【別紙】

主な内容

学校視察

主な内容

これまでの検討委員会の経過報告

学校より説明

教育課程（複式学級等） 答申の全体構成（案）について

今後の進め方（スケジュール）について

学校施設
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令和５年３月２０日 

 

自 治 区 長 様 

 

飯南町長 塚原 隆昭 

（防災危機管理室）  

 

 

新型コロナウイルス感染症に対するマスク着用の  

考え方の見直しについて 

 

 

 マスクの着用については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針（令和５年２月１０日）」により、令和５年３月１３日以降は、

個人の判断に委ねることを基本とされました。 

また、高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、別紙リー

フレットの場面では、マスクの着用が効果的な場面として推奨されて

います。 

つきましては、自治区内の皆様へ別紙リーフレットを全戸配布いた

だき、マスク着用の考え方の見なしをご周知いただきますようお願い

いたします。 

 

【お問い合わせ】 

総務課防災危機管理室 

ＴＥＬ ７６－２２１１ 

ＦＡＸ ７６－２２２１ 



令和５年３月１３日から
これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが

新型コロナウイルス感染症対策

マスク着用は個人の判断が基本となります

※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や従業員がマスクを着用している場合があります

基礎疾患を有する方高齢者 妊婦

作成：令和５年２月１０日

マスク着用が効果的です

ご自身を感染から守るために

重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時

ただし、以下のような場合には注意しましょう

本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、
個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします

慢性肝臓病
がん
心血管疾患 など

マスクを着用しましょう

周囲の方に、感染を広げないために

受診時や医療機関・
高齢者施設などを訪問する時

通勤ラッシュ時など混雑した
電車・バスに乗車する時

t-sekijima
テキストボックス
お問合せ　飯南町役場　防災危機管理室　TEL：0854-76-2211



令和５年３月２０日  

 

自治区長 様 

飯南町長 塚 原 隆 昭  

（ 住 民 課 ）  

 

自動運転サービス（い～にゃん号）の運行ダイヤ改正等について 

 

 平素は本町の行政運営にご理解ご協力頂き、誠にありがとうございます。 

 さて、令和３年 10 月から運行している「い～にゃん号」ですが、町民の皆様によ

り多くご利用頂けるよう、ダイヤ改正を行うとともに、往復割引・乗り継ぎ割引の制

度を設けましたのでお知らせします。 

  

記 

 

１．運行ダイヤ改正日 

   令和５年４月１日（土） 

 

２．運行ルート 

   周回運行のみ（道の駅赤来高原～赤名連担地～赤名駅～道の駅赤来高原） 

 

３．運行日時 

   月・金・土・日曜日の週４日間運行（火・水・木曜日は運休） 

   平日・休日とも１０：００～１５：００、１日７便運行します。 

   ※火・水・木曜日は、祝日であっても運休となります 

 

４．乗車運賃 

   基本運賃 ２００円（大人 1回あたり） 

   回 数 券 ２，０００円／１１枚綴 

   定 期 券 １，０００円／１ヶ月 

   ※高校生、障がい者手帳等をお持ちの方は半額、中学生以下は無料 

   なお、回数券、定期券の購入は、住民課へお問い合わせください。 

 

５．割引制度について 

   乗継券による往復割引や乗り継ぎ割引を新たに設けます。 

   い～にゃん号を行き帰りで利用される場合や、町営バス等へ乗り継ぎされる 

場合は、降車の際に運転手にお知らせください。 

ただし、定期券をお持ちの方は対象外となります。 

 

各戸配布 

【お問い合わせ先】 飯南町役場 住民課 

電話７６－２２１３ 





 

 

 

令和５年３月 20日 

 

自 治 区 長  様 

                          飯南町長 塚原 隆昭 

                            （飯南病院） 

 

 

令和５年度飯南町病院事業の診療体制について（お知らせ） 

【飯南病院・来島診療所・志々出張診療所・谷出張診療所】 

 

平素は、本町の病院事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚

くお礼申し上げます。 

さて、病院事業の診療体制につきましては、医師の異動があり、診療の担

当医師が変更になります。 

診療日や担当医師につきましては、別紙のとおりとなりますのでお知らせ

いたします。 

つきましては、貴自治区内各戸へ別紙「令和５年度 医師・診療体制」を配

布いただき、周知いただきますようお願いいたします。 

資料９ 

 

（担当） 

飯南病院 管理部 

（0854）72－0221㈹ 



令和５年度 医師・診療体制 
（飯南病院・来島診療所・志々出張診療所・谷出張診療所） 

 
◇医師体制（常勤医師） 
院長 副院長  

角田 耕紀（総合） 三上 隆浩（歯科口腔外科） 松本 賢治（総合） 
   

   

槇野 貴文（総合） 文田 昌平（総合） 原田 愛子（総合） 
   
   
馬渕 沙弥佳（総合）   

 

◇診療体制 

（飯南病院） 

曜 日 月 火 水 木 金 

総

合

診

療

科 

1 診（再診） 松 本 原 田 馬 渕 文 田 槇 野 

2 診（初診） 原 田 槇 野 

文 田 

（1･3･5 週） 
馬 渕 松 本 

島根大医師 

（2･4 週） 

外 科 外 来 角 田 角 田 角 田  石橋(県中) 

整 形 外 科    西(雲南)  

歯 科 口 腔 外 科 三上・和泉 三上・深石 三上・和泉 三上・深石 三上・深石 

禁 煙 外 来  日 高    

小 児 科 島根大医師   島根大医師  

産 婦 人 科 
島根大医師 

（1・3・5 週）     

眼 科   谷戸(島大)   

心療内科（精神科）     今  岡 

（来島診療所） 

曜 日 月 火 水 木 金 

内 科 
午前 槇 野 日 高  日 高 原 田 

午後 馬 渕     

（志々出張診療所） 

曜 日 月 火 水 木 金 

内 科（午後）     安 田 

（谷出張診療所） 

曜 日 月 火 水 木 金 

内 科（午後）    安田(隔週)  

 


